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Report 

第 36 回有機地球化学シンポジウム 
（2018 年品川シンポジウム）開催される 

 
 第 36 回有機地球化学シンポジウム（2018 年品川シンポジウム）が 2018 年 8 月 30〜31 日に

東京海洋大学品川キャンパスで開催されました。参加者は 56 名で、口頭発表 25 件、ポスター

発表 6 件が行われ、最新の研究成果が報告されました。活発な議論も繰り広げられ、盛夏の東

京の暑さも吹き飛ぶ賑わいとなりました。なお、学生優秀発表賞として、蛭田衣音さん（東北大

学）、竹原景子さん（創価大学）が選ばれました。懇親会では閉場間際の築地市場直送の海鮮を

楽しんでもらいながら、大いに親交を深めて頂いたものと思います。都心で開催のシンポジウム

ということもあり、巡検は開催できませんでしたが、盛会のうちに全ての行事を終了することが

出来ました。参加者の皆様、シンポジウムの準備と運営をサポートしてくださった学生をはじめ

とした多くの関係者に感謝申し上げます。（山中寿朗、鶴哲郎） 

 

 
シンポジウム集合写真（上）、懇親会の様子（下左）、学会会場の様子（下右） 
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平成31年1月23日 

日本有機地球化学会の学会法人化における定款案について 
将来計画委員会：奈良岡浩、奥井明彦、三瓶良和 

 
 昨年8月の東京海洋大学での日本有機地球化学会総会において、学会法人化のロードマップが

修正され、本年8月末の金沢大学における日本有機地球化学会総会において法人化議決を行う予

定で進んでいます。また、将来計画委員会を中心として、現理事および司法書士からもアドバイ

スをいただき、法人としての定款案を作成・検討を進めてきました。ロードマップに従い、その

定款案をニュースレターにて公開させていただきます。会員の皆様には、本定款案をご検討の上、

ご質問やコメントを5月31日までに奈良岡（naraoka@geo.kyushu-u.ac.jp）にご連絡いただきま

すようお願いいたします。 

 尚、今後の予定は以下のとおりです。 

•2019年2～6月： 会員からの意見を集約 

         –定款案をニュースレター・ホームページで公開し、必要あれば定款案を修正 

•2019年7月：公証役場で定款の認証を受ける 

•2019年8月：理事会を経て、総会で法人設立を決議。 

     –定款および理事についても承認を得る 

•2019年9月：法人登記を行う 

 
 

一般社団法人 日本有機地球化学会 定款案  
  
第１章 総則  
  
（名称）  
第1条 この法人は、一般社団法人日本有機地球化学会（以下「本会」という）とする。  
  2  本会の英語名を The Japanese Association of Organic Geochemists（略称 JAOG）とする。  
  
（事務所）  
第2条 本会は、主たる事務所を札幌市に置く。  
  
第２章 目的及び事業  
  
（目的）  
第3条 本会は有機地球化学に関する学理及びその応用についての研究発表、情報交換並びに国内

外の関連学会との連携協力を行うことにより、有機地球化学の進歩発展を図り、もってわが国に

おける学術の発展に寄与することを目的とする。  
 
（事業）  
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。  
 (1)研究発表会、学術講演会及びシンポジウムの開催  
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 (2)会誌及び学術図書の刊行  
 (3)ニュースレターの発行  
 (4)研究の奨励及び研究業績の表彰  
 (5)関連学会との交流協力  
 (6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業  
  
（事業年度）  
第5条 本会の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。  
  
第３章 会員  
  
（法人の構成員）  
第6条 本会の会員は、次の５種とし、正会員及び名誉会員をもって一般社団法人及び  
一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）上の社員とする。 

 (1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人  
 (2)学生会員 本会の目的に賛同して入会した大学または大学院の学生である個人  
 (3)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助する団体または個人  
 (4)シニア会員 本会に通算10年以上正会員として在籍し、常勤職に就いていない60歳以上 

  の会員であって、本会所定の方法により認定を受けた個人  
 (5)名誉会員 有機地球化学または関連する分野において顕著な功績を有し、本会の発展に

貢献し、理事会で審議・承認された個人  
  
（入会）  
第7条 本会の会員になることを希望する者は、所定の手続きを経て理事会の承認を得なければな

らない。  
  
（会費）  
第8条 本会の事業活動に生じる費用に充てるため、正会員及び学生会員、賛助会員は会費を支払

わなければならない。会費の額は総会において別に定める。 
2 名誉会員とシニア会員は、会費を納めることを要しない。  
3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。  
  
（任意退会）  
第9条 会員は、別に定める退会届を理事会に提出することにより、任意にいつでも退  
会することができる。  
2 退会する会員は、未納の会費を納入しなければならない。  
  
（除名）  
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名す

ることができる。  
 (1)本会の名誉及び信用を著しく傷つける行為を行った場合  
 (2)本会の目的を明らかに著しく損なう行為を行った場合  
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 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき  
  
（会員資格の喪失）  
第11条 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。  
 (1)退会したとき  
 (2)除名されたとき  
 (3)破産手続開始の決定、後見開始の審判または保佐開始の審判を受けたとき  
 (4)第8条の会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき 
 (5)当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき  
  
第４章 総会  
  
（構成）  
第12条 総会は、すべての正会員及び名誉会員をもって構成する。  
2  前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。  
  
（権限）  
第13条 総会は、次の事項について決議する。  
 (1)事業報告及び事業計画の承認  
 (2)貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認  
 (3)理事及び監事の選任または解任  
 (4)定款の変更  

 (5)会員の除名  
 (6)解散及び残余財産の処分  
 (7)理事会において総会に付議した事項  
  
（開催）  
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後３箇月以内に1回開催するほか、必要がある場

合に開催する。  
  
（招集）  
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。  
2 総議決権の10分の1以上を有する正会員は、総会の目的事項及び招集理由を示して、会長に対

して総会の招集を請求することができる。  
  
（議長）  
第16条 総会の議長は、総会に出席している正会員の中から選出する。  
  
（議決権）  
第17条 総会における議決権は、社員１名につき1個とする。  
（決議）  
第18条 総会の決議は、総社員の議決権の5分の1以上を有する社員が出席し、出席   
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した社員の議決権の過半数をもって行う。 

2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議  
決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  
 (1)会員の除名  
 (2)監事の解任  
 (3)役員等の責任の一部免除  
 (4)定款の変更  
 (5)事業の譲渡  
 (6)解散及び継続  
 (7)吸収合併契約の承認及び新設合併契約の承認  
3 社員は、代理人によってその議決権の行使ができる。  
4 社員は、書面による議決権の行使ができる。  
5 代理人及び書面により議決権を行使した者は、総会の出席者として取り扱う。  
  
（議事録）  
第19条 総会の議事については、総会に出席した理事1名が議事録を作成し、正会員から選出され

た議事録署名人1名以上が当該議事録に記名押印する。  
  
第５章 役員  
  
（役員の設置）  
第20条 本会に、次の役員を置く。  
 (1)理事 15名以内  
 (2)監事 2名以内  
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長とする。  
3 前項の会長及び副会長は、一般法人法上の代表理事とする。  
  
（役員の選任）  
第21条 理事及び監事は、別に定める選挙細則により正会員の中から選出する。  
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。  
  
（理事の職務及び権限）  
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。  
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、職務を総括する。  
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。  

 
（監事の職務及び権限）  
第23条 監事は、本会の業務と財産状況並びに理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところ

により、監査報告を作成する。  
2 監事は、理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。  

3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 
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（役員の任期）  
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時総会

の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。  
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。  
  
（役員の解任）  
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。  
  
（責任の免除）  
第26条 本会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当

する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して

得た額を限度として、免除することができる。  
  
第６章 理事会  
  
（構成）  
第27条 本会に理事会を置く。  
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。  
  
（権限）  
第28条 理事会は、次の職務を行う。  
 (1)本会の業務執行の決定  
 (2)理事の職務の執行の監督  
 (3)会長及び副会長の選定及び解職  
  
（招集）  
第29条 理事会は、各理事が招集する。  
 

（決議）  
第30条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる

理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。  
2  前項の規定に関わらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合にお

いて、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員

が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べた

ときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 
 
（議事録）  
第31条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。  
2  出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。  
  
第７章 資産及び会計  
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（事業計画及び収支予算）  
第32条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が

作成し、理事会の決議を経なければならない。  
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置きするも

のとする。  
  
（事業報告及び決算）  
第33条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監

事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。  
 (1)事業報告  
 (2)事業報告の附属明細書  
 (3)貸借対照表  
 (4)損益計算書（正味財産増減計算書）  
 (5)貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書  
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、

その承認を受けなければならない。  
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、  
定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。  
  
（剰余金の分配禁止）  
第34条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。  
 

第８章 定款の変更及び解散  
  
（定款の変更）  
第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。  
  
（解散）  
第36条 本会は、総会の決議その他法令に定められた事由により解散する。  
  
（残余財産の帰属）  
第37条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に

贈与するものとする。  
  
第９章 公告の方法  
（公告の方法）  
第38条 本会の公告は、電子公告により行う。  

2 やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は、官報に掲載して行う。 
  
附則  
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第39条 この法人の設立当初の事業年度は、第5条の規定に関わらず、本会の成立の日から平成32

年6月30日までとする。  
  
第40条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。 
住所 （今後決定） 
氏名 （今後決定） 
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2018年度有機地球化学会 研究奨励賞（田口賞）受賞者決まる 
 
 2018 年度研究奨励賞（田口賞）は、同賞

選考委員会で審議された後、理事会において、

山口保彦博士および中田亮一博士に授与する

ことが承認されました。2018 年度総会後に表

彰式が行われ、賞状と副賞 5 万円が山口博士

ならびに中田博士に贈られました。おめでと

うございます。 
 
研究奨励賞（田口賞）第 20 号 
受賞者：山口 保彦博士（滋賀県琵琶湖環境

科学研究センター 研究員（常勤職）） 
受賞題目：「アミノ酸の窒素同位体比を用いた

水圏有機窒素の動態解析手法に関する開発と

有機地球化学的研究」 
 
 山口会員はこれまでに、有機物の同位体比

分析を軸に、物質循環、古環境学、微生物学、

生態学など、幅広いテーマの独創的な研究を

遂行してきた。特に、アミノ酸の化合物レベ

ル安定窒素同位体比（δ15N）を、環境中の非

生物態有機窒素の動態解析手法として新規開

発・応用した成果は、有機地球化学分野に新

展開をもたらす開拓的研究として、世界的に

高い評価を受けている。物質循環や生態系に

重要な役割を果たしている環境中の有機窒素

の動態を探る手法は従来限られていた中で、

山口会員はまず微生物培養実験を行い、有機

窒素の起源・動態をアミノ酸 δ15N で解析す

る手法を新たに開発・確立した。さらに、高

精度なアミノ酸 δ15N 分析手法を新たに開発

したことで、海水溶存有機物や海洋堆積物な

ど環境試料への応用に成功し、その有機窒素

の起源・動態（特に従属栄養微生物の寄与）

に、世界初の重要な知見を得た。現所属に着

任してからは、研究対象を海洋から陸水にも

広げ、溶存有機物や堆積物など、環境中の有

機物動態解明の研究をさらに発展させている。 
なお、山口会員の研究成果は、査読のある国

際学術誌に 3 編の筆頭論文（および 5 編の

共著論文）、国内学会誌に 1 編の筆頭論文（お

よび 1 編の共著論文）として公表されている。

また山口会員は、「地球惑星科学 学生と若手

の会」や「地球化学若手シンポジウム」など

の運営等で、若手研究者・学生世代のコミュ

ニティ構築に、リーダーシップを発揮してき

た。 今後は、有機地球化学分野のコミュニテ

ィ発展への貢献も期待でき、環境中の有機物

動態解明の研究をさらに発展させる能力があ

ると思われる有望な若手研究者であることか

ら研究奨励賞（田口賞）を受賞するに相応し

いと判断される。 
 
研究奨励賞（田口賞）第 21 号 
受賞者：中田 亮一博士（国立研究開発法人 海
洋研究開発機構 高知コア研究所 技術研究員） 
受賞題目：「有機物－金属元素相互作用の開拓」 
 
 天然試料に含まれる希土類元素 (REE) の
濃度を参照試料中の濃度で規格化した REE
パターンは、地球科学の諸分野で用いられて

きた重要な地球化学的ツールである。中田会

員は、原油というこれまで REE が分析され

てこなかった試料への REE 地球化学の応用

を進め、世界で初めて原油中の REE 存在度

を高精度で報告し、共存する水との間の分配

について議論を行った。この研究は、原油生

成過程における REE の移行挙動に関する研

究へと発展し、有機物－金属元素相互作用と

いう新たな研究領域の開拓に繋がった。その

一方で、泥火山における有機物－水－岩石相

互作用についても研究を行い、泥火山リザー

バーの深さ推定や噴出するガスの二次的な変

質や、泥火山が放出するメタンの地球規模で

の量の評価など、多角的な視点で泥火山現象

の理解を深めている。加えて、放射光を用い

た X 線吸収微細構造（XAFS）を中心とした

化学種解析を堆積岩試料へと適応し、堆積岩

中の化学種変化に基づく古環境変動の解明と
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いう新たな展開をもたらした。また中田会員

は、XAFS 分析とマルチコレクター型 ICP 
質量分析計を用いた重元素同位体比分析を組

み合わせた研究を行い、地球化学の最先端分

野で活躍している。 
 なお、中田会員の研究成果は、上記課題に

対応する 4 編の論文を含む、査読のある国際

学術誌に 10 編の筆頭論文（および 3 編の共

著論文）および 1 編の著書（および 1 編の

共著著書）、国内学会誌に 2 編の筆頭論文と

して公表されている。今後も REE を含む重

元素の分析での最先端研究と、有機物との関

連につながるような研究能力および情報提供

能力があると思われる有望な若手研究者であ

るため、研究奨励賞（田口賞）を受賞するに

相応しいと判断される。 
（研究奨励賞（田口賞）選考委員会） 
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Invitation 
第 37 回有機地球化学シンポジウム（2019 年金沢シンポジウム）ファーストサーキュラー 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
第 37 回有機地球化学シンポジウム（金沢シンポジウム）  
日程：2019 年 8 月 27 日（火）～8 月 29 日（木）  
場所： 金沢大学自然科学図書館（金沢大学角間キャンパス）および石川県政記念しいのき迎賓

館（旧石川県庁） 
＊8 月 27 日の理事会は金沢大学自然科学図書館、28-29 日のシンポジウムは市内中心に位置

する「石川県政記念しいのき迎賓館（旧石川県庁）」で開催の予定。28 日夕方に総会を予定して

います。  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
第 37 回有機地球化学シンポジウムは、北陸新

幹線開業以降「観光都市」として国内外からの

来客が絶えない、北の都「金沢」での開催とな

ります。 2007 年の第 25 回シンポジウム以来

の金沢開催です。今回のシンポジウムは市内中

心部の旧石川県庁舎「しいのき迎賓館」で開催

の予定です。徒歩距離には日本三名園の一つに

数えられる名勝・兼六園、加賀百万石・前田家

の居城で、過去約 40 年間にわたって金沢大学

メインキャンパスが置かれた金沢城、先進的な

現代アートで近年注目度が高い金沢 21 世紀美

術館、金沢大学理学部発祥の地でもある第四高

等学校記念館、加賀藩士たちの旧邸宅が並ぶ長

町武家屋敷跡などの観光スポットが数多くあ

り、百万石の武家文化と学都としての金沢の歴

史を身近に感じていただくことができれば幸

いです。また香林坊・片町の飲食店街も至近距

離です。ここでは日本海の幸を肴に「加賀菊酒」

を楽しみつつ、シンポジウムとは一味違った

「有機」の議論を、旧知の研究仲間に新進気鋭

の若手研究者も加わって活発に進めていただ

けると期待しています。 

例年通りですと蒸し暑い日が続く 8月末です

が、観光シーズンの真っ只中にあり、平日でも

ホテルの予約が取りにくいことが予測されま

す。どうか宿泊のご予約は早めにお手配くださ

い。運営委員会を開催予定の金沢大学角間キャ

ンパスへは金沢駅、香林坊、片町など市内主部

からはバスで直接行けます。またシンポジウム

会場の「しいのき迎賓館」は市内バスの中核地

点である香林坊から至近ですので、市内どこに

宿泊されてもバスでアクセス可能です。 
金沢大学は、2008 年に理学部と工学部が合

体して理工研究域・理工学域へと改組されまし

た。そして理学部地球学科は理工学域自然シス

テム学系地球学コースへと改組され、さらに

2018 年には同学域地球社会基盤学類地球惑星

科学コースへと改組されました。これは地球科

学分野の諸研究者が「異分野融合研究」の推進

の期待を大きく背負っていることによるもの

だと感じています。第 37 回日本有機地球化学

会シンポジウムを通じて、将来の科学を皆様と

語り合えることを楽しみにしております。             
（世話人：長谷川 卓）

写真左、中：シンポジウム会場（予定）の「石川県政記念しいのき迎賓館」；右：金沢城石川門。かつての金沢大学正門。現在では観光
客で賑わっています。 
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Information 

2018年度 総会議事録  

1 日時  2018年 8月 30日（木）17:00～18:30 

 

2 会場  東京海洋大学（品川キャンパス） 白鷹館 2階 多目的スペース 1 

 

3 議長選出 金沢大学の長谷川卓会員を議長に選出した。 

 

4 議事 1 ― 事業全般（事業、会計、会計監査） 

 

4.1会費収納・会員管理システム「しくみネット」導入の進捗 

以下の内容について事務局から報告があり、「4.3 2017 年度事業・会計・会計監査報告」と

ともに出席者の賛成多数により承認された。 

(1) オンラインシステムで納付された会員からの所感・コメント 

・シクミネットは、大変良いシステムである。各会員自身による「電子領収書」の発行ができ

るのは、便利でありがたい。 

・ID・パスワード送付の際、差出人が「シクミネットサポートセンター」となっている。一般

会員は、この差出人を見てジャンクメールと思ってしまうかも知れない。 

・ブラウザが古い場合、システムが進まない可能性があるのではないか。 

・会費支払い手続きで、「入会・更新案内」のボタンの後で「お支払い明細選択」で会費をチ

ェックして、「次へ」のボタンを押すと、「お支払い内容確認」のところで、選択するボタン

が「戻る」と「完了」になる。ここも「次へ」が良いような気がする。 

・領収書に何年度の会費であるのか明示されていないので、領収書に年度と会費である旨、記

述したほうが良いのでは。 

(2) 年会費の納付状況をリアルタイムで確認 

・事務局は入金状況をリアルタイムで把握できる（2018 年 1 月 12日〜19 日の例）。高確度な

電子記録をエクセルでエクスポートでき、例えば、年度末の会計監査が効率的に行える。各

会員と事務局の双方から、納付・未納状況の情報共有を「可視化」できる点が大きな利点で

ある。 

(3) 事務局で対応できない場合のテクニカルサポートの窓口の設置 

・個人 IDでログイン後、会員サイトから窓口を参照できる。 

(4) その他関連事項 

・2017 年以前で未入金がある会員、前納預かり金に不足がある会員への追加徴収（2018 年 1

月 4日理事会通達）は、個別に連絡している（財務）。 

・未納分の踏み倒しによる一方的な退会への対応について苦慮している（財務担当、会員担当）。 

・退会の申出があった場合には、未納分を支払って頂いたのちに、退会承認とする基本方針は、

従来通り。特に、学生会員を持たれている指導教官の皆様には、この点について、改めてよ
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ろしくお願いいたします（事務局）。 

・従来、財務担当が手作業で行っていた煩雑な入金管理が、可視化され、二度手間・三度手間

を生じず、現財務・事務局と時間差無く（リアルタイムで）情報共有できる体制になり、学

会の運営基盤が強化されたと考える（会員担当）。 

(5) 日本有機地球化学会入会の手続き 

①入会希望者からの Web受付 <http://www.ogeochem.jp/howto.html> 

②理事会での承認 

③オンラインシステムでの会員 IDの発行 

④入会希望者の年会費の入金確認 

⑤会員登録後の対応 

(6) 日本有機地球化学会退会の手続き 

①退会希望者からの事務局受付 

②年会費未納分がある場合 

③事務局での退会承認 

④オンラインシステムでの会員 IDの扱い 

⑤退会後の対応 

(7) 日本有機地球化学会オンライン決済システム 

・会員様専用サイト <https://m6.members-support.jp/ogeochem/> 

 

4.2 学会法人化に向けた進捗と予定 

以下の内容について将来計画委員会から報告があり、「4.3 2017年度事業・会計・会計監査

報告」とともに出席者の賛成多数により承認された。 

(1) 昨年度の総会 (2017年 8月高知開催) 以降の検討事項 

・税金支払い等が毎年度必要だが、「一般社団法人」を目指すこととした。 

・法人化の際に事務所を登記する必要があるため、一定期間事務局を運営して頂ける所を探し

た。 

・その結果、会員が多い北海道大学から引き受けても良いと手を挙げて頂いたため、事務局を

現在の国際石油開発帝石株式会社（東京）から移転することとした。 

・法人化の際、学会所在地を北海道大学に置きたい旨、大学側にお願いしたが断られている。

札幌市内の学会代行センター等のバーチャルオフィスを利用するオプションもあるが、コス

トが掛かるため現在検討中である。 

・法人化手続きは札幌在住の司法書士や行政書士から契約先を選定中。選定後に規約案や登記

書類作成等の実務作業に移る。 

・法人化コストの再検討を行った。大体以下の通り。 

i) 法人化コストは 30万円 (今年度の承認予算額は 45万円)。 

ii) 年間維持コストは 7 万円 (税金、登記内容変更等)。バーチャルオフィスを利用する場

合、さらに 5万円必要。 

・維持コストは小さな金額ではなく、当面繰越金 (180万円) を切り崩すあるいは学会誌のデ
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ジタル化等によるコスト削減が必要となる。田口基金 (145万円) の流用等もオプションと

して考えなくてはならず改めて会員に相談する。 

・総会の開催時期となるシンポジウム開催時期および昨年度の総会に出席できなかった会員

も含めて、再度法人化についてのご意見・コメントのアンケート実施 (4 月 26 日～5 月 27

日)。 

・アンケート結果から総会の開催時期を8月とし、事業年度 (会計年度) の開始を7月とする。

これは、年度替わり後の 3か月以内に総会開催が必要であるためである。 

(2) アンケート結果 

①年会の開催時期 

・8月(例年通り)   12票 

・5～6 月(連合大会内開催も含む)  4票 

・11～12月     2票 

・2～3 月       2票 

・いつでも良い     1票 

②法人化に関してのご意見・コメント（自由記述） 

・法人化に賛成。有機地球化学のコミュニティを、正規の法人にすることは、これからこの分

野で研究を行いたい、と考える次世代の研究者にとって、安心して参加できる要素の１つに

なる。 

・会員への負担等の問題はあるかと思いますが、メリット（預金口座の開設など）を考慮する

限り、法人化は妥当。 

・法人化は賛成。他方、法人化されたら、これまでの本会の良さでもあり不足点でもある、同

好会/同窓会的な特色は大きく変えていく必要がある。 

・法人化は、避けられない。学会所在地は、コストとの兼ね合い。事務局に多大な負担がかか

らないことを第一に検討の必要あり。 

・法人化は進行せざるを得ない。初期投資は後の進行が楽になるようにできるかぎり許容。維

持コストは財産切り崩しやむなし。 

・学会予算で間に合う範囲で、担当の方々の手間がかからないような形が良い。事務局を外に

置くにしても、実際の事務局担当者と離れると難しい。 

・総会員数が緩やかな減少傾向にある中、法人化コストが学会運営に及ぼす大きな影響が不安。

新規会員の増加ため、人目に付きやすい連合大会で年会を開催し、色々な面で年会参加の敷

居を下げることが重要か。 

・法人化後の事務局負担がどの程度なのか情報が欲しい。今以上の負担増はあまり好ましくな

い。場合によっては、日本地球惑星科学連合の団体会員等に登録した上で、社会的認知度の

向上を図る。 

・本格的な学会を目指すならば、法人化は必要。 

・法人化するには、法人に相応しい組織であることが重要。定款を作る時には、総会の定足数

や決議方法について記載するはずですが、現在の有機地球化学会の会則にはない。法人化と

いう重要な議案を多くの会員に周知することなく、参加者の少なかった高知大会の総会で決
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定したことは、感心しない。法人化後の定款に合う形で、できることから会則の変更をすべ

き。総会の定足数や委任状の提出、委任状を含む参加者の過半数での決議などは必要。昨年

の選挙も、公示やメールでの周知などは選挙規則通りには行われていなかった。法人化後は

これらも事業監査の対象となる。法人化後の対応では急に高いハードルを越えることになり、

2-3 年はバタバタする。ソフトランディングできるように、早めの対応が必要。 

(3) 法人化における今後の対応 

昨年の総会で将来計画委員会から提案した学会法人化のロードマップでは今年度の総会（東

京海洋大学）で法人設立を決議する予定だったが、それを変更し、今年度の総会において、

さらに法人化にむけての議論をかさねた上で作業を進める。 

①今後の予定 

・2018 年 8月 総会で法人化作業の現状報告および議論（事務所所在地および予算等)、

会則の改訂（総会の定足数や決議方法等を追加）。 

・2018 年 9月～2018年 12月 定款案作成 

・2019 年 1～5月 会員からの意見を集約、定款案をニュースレター・ホームページで公開し、

必要あれば定款案を修正。 

・2019 年 6月 公証役場で定款の認証を受ける。 

・2019 年 8月 理事会を経て、総会で法人設立を決議。定款および理事についても承認を

得る。 

・2019 年 9 月 事務所所在地で法人の登記を行う。 

※法人化後初年度の事業・会計年度は 2020年 6月末日まで。 

②その他の多くの問題 

・現行の理事と法人化後の理事の任期（来年は理事選挙）。 

・6か月分の会費徴収をどうするか。 

 

4.3 2017年度事業・会計・会計監査報告（2017年 1月 1日～12 月 31 日） 

以下の内容について事務局および金子監事から報告があり、「4.1 会費収納・会員管理シス

テム『しくみネット』導入の進捗」および「4.2 学会法人化に向けた進捗と予定」とともに

出席者の賛成多数により承認された。 

(1) 出版・発行関係 

・ニュースレター No.65 (1 月 1日)、No.66 (7月 4日) 発行 

・ROG Vol.33 No.1 (2017 年 12月 30日) 発行、35 ページ 

(2) 会議関係 

・学術賞受賞候補者選考委員会 (2017 年 5月～7月、emailにて) 

・田口賞受賞候補者選考委員会 (2017 年 5月～7月、emailにて) 

・運営委員会 (2017年 8月 29 日・高知県立大学、email にて随時) 

・第 35 回有機地球化学シンポジウム (2017 年 8月 30日～31日・高知県立大学) 

・総会 (2017年 8月 30日、高知県立大学 教育研究棟 1階 A101) 

・将来計画委員会 学会法人化の検討と準備 
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・ROG 編集委員会、記念事業・マニュアル編集委員会  

・共催 日本地質学会堆積部会所属 4セッション (2017 年 9月 16日～9月 18日、愛媛) 

(3) 事務局関係 

・ROG の電子化 J-STAGEに ROG最新号（第 32巻）登録 

・賛助会員の勧誘、シンポジウム協賛の勧誘 

・会費収納・会員管理システム「しくみネット」の導入、ホームページの更新 

・会費滞納者への働きかけ 

・日本学術会議ほかからの情報の配信 (20 件)、各種応募案内 (7件) 

(4) 2017年度会計実績 

・一般会計 

 

・田口基金 
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【参考】2016年度大阪シンポジウム会計実績 

  

 

(5) 2017年度会計監査 
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4.4 2018年度事業・会計中間報告・今後の計画 

以下の内容について事務局から報告と提案があり、出席者の賛成多数により承認された。 

4.4.1 2018年度事業・会計中間報告（2018年 1月 1日～6月 30日） 

(1) 出版関係 

・ニュースレター No.67 (1 月 31日)、No.68 (7月 2日) 発行 

(2) 会議関係 

・理事会 (emailにて随時) 

・学術賞受賞候補者選考委員会 (2018 年 6月～8月、emailにて) 

・田口賞受賞候補者選考委員会 (2018 年 5月～8月、emailにて) 

・シンポジウム実行委員会 (email にて随時) 

・NL編集委員会 (emailにて随時) 

・ROG 編集委員会、記念事業・マニュアル編集委員会 

・将来計画委員会 (email にて随時) 

(3) 事務局関係 

・賛助会員の勧誘、シンポジウム協賛の勧誘、シニア会員制度の立案 

・会計処理、会員管理、ホームページの更新 

・会費収納・会員管理システム「しくみネット」の運用 

・会費未納者への働きかけ、長期財務計画の検討 

・事務局会議 (emailにて随時) 

・日本学術会議ほかからの情報の配信 (8 件)、各種応募案内ほか (7件) 

4.4.2 2018年度事業・会計の今後の計画（2018年 7月 1日～12月 31日） 

(1) 出版関係 

・ROG Vol. 34 No.1 発行 

(2) 会議関係 

・理事会 (2018年 8月 29 日、東京海洋大学 9 号館 2階会議室、emailにて随時) 

・第 36 回有機地球化学シンポジウム(2018 年 8月 29 日～31日、東京海洋大学) 

・総会 (2018年 8月 30日、東京海洋大学 白鷹館 2階多目的スペース) 

・NL編集委員会 (emailにて随時) 

・ROG 編集委員会 (emailにて随時) 

・記念事業・マニュアル編集委員会 

・将来計画委員会 (email にて随時) → 法人化ロードマップの計画と遂行 

・共催 日本地質学会第 125年学術大会 (2018年 9月 5日～7日、北海道大学) 

(3) 事務局関係 

・会計処理、会員管理、ホームページの更新 

・会費収納・会員管理システム「しくみネット」の運用 

・会費未納者への働きかけ、長期財務計画の検討 

・日本学術会議からの情報の配信、各種応募案内、外部からの依頼対応ほか 
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(4) 2018年度会計中間実績および見通し 

 

 

4.5 日本地球惑星科学連合（JpGU）への加盟について 

以下の内容について事務局から提案があり、「4.6 2019 年度事業・会計計画」とともに出席

者の賛成多数により承認された。 

(1) 団体加盟によるメリット 

・日本有機地球化学会の社会的認知度の向上を図ることができる。この点は、先の将来計画委

員会への意見・提言の中にも挙げられている。 

・JpGU とのタイアップは、新しい会員参入 (特に若手会員) の呼び込みになる。高校生や学

部生にも認知される機会を持つことは本会にとっても有益である。 

・Impact Factor 2.5のジャーナル (PEPS誌) との連携を図ることができる。地球惑星科学の

学術コミュニティから ROG誌を認知される機会にもなる。などのメリットが考えられ、団体

年会費 10,000円は合理的と考えられる。 

(2) 関連する事項 

・代表者会合 (年に最大 2回程度) が行われる。理事会の代表者 1名が、連絡窓口になる必要

がある。 

→高野理事が連絡窓口を務める。 
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(3) 団体加盟リスト <http://www.jpgu.org/organization/societies.html> 

 

 

4.6 2019 年度事業・会計計画（2019 年 1月 1日～12月 31日） 

以下の内容について事務局から提案があり、「4.5 日本地球惑星科学連合（JpGU）への加盟

について」とともに出席者の賛成多数により承認された。 

(1) 出版・発行関係 

・ニュースレター No.69、No.70 発行 

・ROG Vol.35 発行 

(2) 会議関係 

・第 37 回有機地球化学シンポジウム 

・総会 

・理事会 

・学術賞受賞候補者選考委員会、田口賞受賞候補者選考委員会 

・シンポジウム実行委員会、NL 編集委員会 

・ROG 編集委員会、記念事業・マニュアル編集委員会、将来計画委員会 (法人化ロードマップ

の遂行) 
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(3) 事務局関係 

・賛助会員の勧誘、シンポジウム協賛の勧誘、長期財務計画の検討 

・会計処理、会員管理、ホームページの更新、「しくみネット」の運用、ROG電子化 (J-STAGE)、

日本地球惑星科学連合 (JpGU) への加盟 

・日本学術会議からの情報の配信、各種応募案内、外部からの依頼対応 

・役員選挙 

 (4) 2019 年度会計計画 

 

 

5 議事 2 ― 役員および会則 

 

5.1 2018～2019 年度日本有機地球化学会組織 

役員およびその他の委員の役職と組織について、鈴木会長より以下の報告があった。 
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5.2 学会法人化に向けた会則の改定 

以下の内容について将来計画委員会から提案があり、出席者の賛成多数により承認された。 

■日本有機地球化学会会則 第 7条 

【現 行】通常総会は会長が招集し毎年１回開く。必要に応じて臨時総会を開くことができる。

通常総会においては次の事項の承認を受ける。 

(1) 前年度の事業・会計報告 

(2) 当該年度の事業・会計中間報告及び計画 

(3) 次年度の事業・会計計画 

(4) その他理事会よりの提案事項 

【改定案】通常総会は会長が招集し毎年１回開く。必要に応じて臨時総会を開くことができる。

総会は委任状を含め正会員および名誉会員の 5分の 1 以上の出席をもって成立し、次

の事項について、出席者の過半数の賛成で議決する。 

(1) 前年度の事業・会計報告 

(2) 当該年度の事業・会計中間報告及び計画 

(3) 次年度の事業・会計計画 

(4) その他理事会よりの提案事項 

ただし、会員の除名および会則の変更等の重要事項については出席者の 3分の 2以上

の賛成で議決する。 
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5.3 シニア会員制度の創設 

以下の内容について鈴木会長から提案があり、出席者の賛成多数により承認された。 

■経緯 

・昨年 2017年 11月、本学会前身の有機地球化学談話会から会員を続けてこられた方より、本

学会からの退会が申請された。 

・ある年齢を超えた長年会員を継続している会員は、シニア会員として会費を徴収しない制度

を設けてはどうか (鈴木会長ご意見)。 

・退会を申請された方から「シニア会員制度 (仮称) は退職者にはたいへんありがたい制度で

あり、実現した際には再入会したい」との意見が寄せられた。 

■理事会への会長提案  

・本学会も歴史を重ね、長年にわたって会員を続けてこられた方々がいらっしゃいます。この

ような方々がある年齢に達して退職した後にも、本学会員として継続して本学会をサポート

していただけるのであればこの上ないと思います。 

・本学会にも、このような方々を対象にした会費を徴収しないシニア会員制度を設けてはどう

かと考えています。会誌を送付しない、あるいは会誌を電子化して PDF版のみとすることな

ども合わせて検討して、予算上の問題を解決することも必要かもしれません。 

・最近になって、シニア会員の対象となられそうな方々から退会届が出されているということ

のようです。会費値上げもある程度関係しているのかもしれません。そういう状況ですので

早い時期にこの議論を開始し、会員の皆様にそういう状況であることが暗に伝わるようにし

たいと考えています。 

・この件について、会長、副会長、事務局長で事前に相談しました。理事の皆様のご意見を参

考にしてたたき台を修正し、来年度の理事会、総会でまとめたいと考えていますので、お時

間のあるときに気軽にご意見をいただけると幸いです。 

■シニア会員に関わる会則の改定 第 4条 

【現 行】本会の会員は、本会の目的に賛同し事業に参加する者で、理事会の承認を受けた者と

し、次の 4種とする。 

(1) 正会員 

(2) 学生会員 

(3) 賛助会員 

本会の目的を賛助し、第 6条に定める賛助会員会費を納める団体または個人 

(4) 名誉会員 

有機地球化学または関連する分野において顕著な功績を有し、本会の発展に

貢献した個人で、理事会で審議・承認し、総会に報告する。 

【改定案】本会の会員は、本会の目的に賛同し事業に参加する者で、理事会の承認を受けた者と

し、次の 5種とする。 

(1) 正会員 

正会員は総会における議決権ならびに選挙権と被選挙権を有する。 

(2) 学生会員 
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学生会員は総会に陪席することができる。 

(3) 賛助会員 

本会の目的を賛助し、第 6条に定める賛助会員会費を納める団体または個人 

(4) シニア会員 

60歳以上の会員（正会員歴通算 10年以上）で常勤職に就いていない個人 

シニア会員は総会に陪席することができる。 

(5) 名誉会員 

有機地球化学または関連する分野において顕著な功績を有し、本会の発展に

貢献した個人で、理事会で審議・承認し、総会に報告する。 

名誉会員は総会における議決権を有する。 

■シニア会員に関わる運用規定の制定 (新設) 

会則第 4条にもとづきシニア会員制度を次のように運用する。 

1（資格） 以下の条件をすべて満たす者は、シニア会員に申請することができる。 

(1) 申請時に 60歳以上、かつ正会員歴が通算 10年以上あること。 

(2) 常勤職に就いていないこと。 

(3) 会員期間の会費が完納されていること。 

2（申請・承認） シニア会員を希望する者は事務局に申請する。事務局による資格確認を経

て、理事会にて承認を受ける。 

3（年会費） シニア会員の年会費は無料とする。 

4（権利） シニア会員は以下の学会サービスを受けることができる。 

(1) ニュースレターなどの電子出版物・案内の配信。 

(2) 年会・シンポジウム等への参加（参加費は学生会員と同額）。 

ただし、学会誌は有料とし、選挙権・被選挙権、総会議決権がない。 

 

6 議事 3 ― 委員会活動 

 

6.1 学術賞選考委員会 

坂田委員長より以下の学術賞選考結果の報告があった。 

2018 年度有機地球化学賞 (学術賞) について、例年どおり学会公示により選考候補者の推薦を

募集した。当初の応募締切 (5 月末) の時点では推薦がなかったため、締切を 6月末まで延長し

たが、推薦は得られなかった。よって 2018 年度有機地球化学賞 (学術賞) は受賞候補者なしと

の結論に至ったことを鈴木会長に答申した。 

 

6.2 田口賞選考委員会 

山内委員長より以下の田口賞選考結果の報告があった。 

・受賞者 1 山口 保彦 会員 

・所属・職名 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員（常勤職） 

・研究題目 アミノ酸の窒素同位体比を用いた水圏有機窒素の動態解析手法に関する開
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発と有機地球化学的研究 

・受賞者 2 中田 亮一 会員 

・所属・職名 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 高知コア研究所 技術研究員 

・研究題目 有機物－金属元素相互作用の開拓 

 

6.3 ROG編集委員会 

沢田委員長に代わり、三瓶委員から以下の報告があった。 

(1) Researches in Organic Geochemistry Volume 34 (34 巻) 編集状況 

Vol.34、 No.1を 2018年 12月に刊行予定。 

・投稿論文は現時点でなし。 

・昨年からの投稿・審査状況は別紙「ROG_Processing180812運営委資料」に記載。 

・昨年同様、Vol.34、 No.1は 12月に PDFファイルを Web公開、印刷は 2019 年 1月以降。 

※この数年、投稿数が大変少ないので、呼びかける。 

(2) 学術賞および奨励賞 (田口賞) 受賞記念論文 

・学術賞受賞記念論文：2013年度受賞者 坂田会員に執筆を依頼している。 

→次の受賞者にも依頼する予定。 

・奨励賞(田口賞)受賞記念論文：2015年度受賞者 中村英人会員に執筆を依頼している。Vol.34

に掲載予定。 

→次の受賞者にも依頼する予定。 

(3) ROG の冊子体廃止についての議論・所見 

■メリット 

・印刷費・郵送費の負担が軽減できる (25～35万円)。 

・会費未払いの会員の ROGを保管しているが、その ROG 冊子体の残部がかなりあり、毎年増え

続けているという問題がある。それが解決される。 

・ROG 投稿論文が減少傾向にあり、最近は 1巻の掲載論文数が少な過ぎて、冊子体にできるか

どうかの限界付近で運営されている (背表紙がつくれないほど、ページ数が少ないなど)。

それを気にしなくても済むようになる。 

■デメリット 

・表紙デザインを毎巻変えて作成するなど、冊子体の工夫をしてきた。そのような工夫する部

分が減り、味気ない雑誌になってしまう。 

・電子版は誰でも無料でダウンロードできるため、ROG 論文 (高い画質の印刷体) を得るとい

う学会員のインセンティブがなくなる。 

※編集委員会の基本的な意見は、予算的に余裕があるのであれば、冊子体の存続は予算が許す

限り、「味のある雑紙」を積極的に廃止する理由はないというものである。 
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7 議事 4 ― その他 

 

7.1 来年度のシンポジウム開催場所 

以下の内容について事務局から提案があり、出席者の賛成多数により承認された。 

(1) 経緯 

・2018 年度 東京海洋大学へ異動された山中会員から世話人を引き受けたい由の申し出があ

り、世話人を快諾してくださった (代表世話人：山中寿朗 会員)。 

・2019 年度 前回の開催から 10 年以上経過している金沢大学で長谷川卓 会員の世話人で 9

月初旬の開催を計画中である (代表世話人予定：長谷川卓 会員)。 

・2020 年度 開催間隔から九州大学、島根大学、石油資源開発、産業技術総合研究所に検討い

ただけないか、理事会および総会で打診して候補地を募りたい。 

(2) 第 37 回有機地球化学シンポジウム（2019 年金沢シンポⅡ）開催計画案 

・日 程 2019 年 8月末または 9月初旬 (予定) 

・会 場 金沢市内（金沢大学または金沢市中心部を予定） 

・世話人 長谷川 卓 会員（金沢大学） 

 

7.2 会員の現況（2018年 8月 20日現在） 

以下の内容について、事務局から報告があった。 

会員総数 168名（2017年度は 156名） 

正会員 125名 

学生会員  28名 

名誉会員   7名 

賛助会員   8社 

 

7.3 会費滞納者への働きかけ 

以下の内容について、事務局から報告があった。 

(1) 長期滞納者への働きかけ 

■経緯と目的 

財務担当からの度重なる連絡にも関わらず、年会費を滞納したうえで登録抹消となる会員が

後を絶たない。そこで、6年を超える会費滞納者には知り合いの会員を通して連絡すること

により、未納分の年会費の清算と、希望があれば自ら退会していただくよう働きかけた。 

■結果（2018年 7月 24日現在） 

働きかけの対象者は 26 名であったが、このうちの 7 名が滞納した会費を支払ったうえで会

員を継続、4 名が滞納した会費を清算のうえ退会、7 名が連絡担当者（主として指導教員）

からの申し出により会員登録の抹消となった。26 名の約 70%にあたる 18 名から会員継続、

退会または登録抹消の意向が示され、滞納状態にあった会費のうち 87,000 円が学会に納め

られたことから、2017年度末をもってこの働きかけを終了することにした。 
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(2) 最近の会費滞納者への働きかけ 

■背景 

2018 年度より年会費の支払い方法が変更になったことから、2017 年度以前の年会費に未払

金のある会員に対して一斉メール (Bcc) にて未払金額の通知及び納付依頼を行った。 

■実施内容 (一斉メールの送信履歴) 

・第一回：2018年 3月 8日 

・第二回：2018年 4月 6日 

・第三回：2018年 7月 9日 

■結果と今後の対策 

・2017年度以前の年会費に未払金があった会員は今年度初頭には 91 名だったが、働きかけの

結果、2018年 8月 21日時点で 43名の方からお支払いをいただき、残り 48名となった (内

13 名 (正会員 3名、学生会員 10名) は連絡先が不明)。 

・第一回、第二回では 20 名近くの会員から応答があったが、第三回ではニュースレターの配

信直後にも関わらず、メールを送信した 38 名の内、反応があったのはわずか 2 名に留まっ

た。このことから一斉メールではこれ以上の納付は見込めないものと思われる。中には、一

方的に退会を宣言してそのまま音信不通となるケースも！ 

・今後は、 Bccではなく、個人宛にメールで納付のお願いを行なっていく。 

 

7.4 長期財務計画 

以下の内容について、事務局および ROG編集委員会から報告があった。 

(1) 背景 

・現時点で予算的な問題が生じている訳ではない 

  (ただし、個人会員の年会費 ＜ ROG印刷費・送料)。 

・今後法人化した時の出費 (法人の維持費用や事務局運営代行費用) やシニア会員の増加に

よる収入減を考えると、予算が切迫する可能性もある。 

・ROG 冊子体の残部の増加の問題。 

→学会の支出の大半を占める冊子体 ROGの印刷費と送料を圧縮するために、冊子体を廃止し電

子版 (PDF) のみにしたらどういう問題が生じうるか？ 

(2) 今後の課題 (特に財政面から) 

・現時点では、法人化やシニア会員制度の導入による財政への影響は不透明。法人化に必要な

費用の試算やシニア会員の制度設計と並行して、電子化の議論を進める必要がある。 

・年会費が値上げされたばかり。会費に見合ったサービスなのか検討が必要？ 

・電子化に伴う環境整備。会員のみが閲覧できるシステムの導入？追加費用が必要か？ 

・会員外への ROGの販売 (価格等) をどうするか？ 

・年会費未払者への対応をどうするか？ 
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(3) 2014 年度～2017年度決算と 2018年度以降の予算の推移 

 

 

7.5 ROG電子化の運用 

以下の内容について、早稲田副会長から報告があった。 

(1) 概要 

ROG は国立情報学研究所 (NII) が運営する「電子図書館 (NII-ELS)」から科学技術振興機

構 (JST) が運営する J-STAGE に 2017 年 4 月に移行し、全巻公開*を完了した。新刊につい

ては、学会 HP に掲載後、速やかに J-STAGE に掲載している。本会 HP と J-STAGE では、PDF

ファイル自体は同じであるが、J-STAGEでは DOIが付与され書誌情報が追加されているため、

検索されやすくなっている。また、引用文献についても DOIが埋め込まれている。 

＊Vol.19～24 の技術論文 (全部で 18編) は、記念事業 (地球・環境有機分子質量分析マニ

ュアル) との関係から NII-ELSに掲載しなかったため、J-STAGEにも未掲載。学会 HPに

は掲載済。 

(2) 作業の詳細（2017年度総会以降の主な作業） 

2017 年 11月 J-STAGEから、新画面インターフェイスへの切り替えの連絡を受け、新画面

に対応した新たな情報（学会概要の紹介文、編集委員リストなど）を追加。 

2018 年 3月 Vol. 33を公開。 

2018 年 7月 著者の漢字表記の文字化け（2 件）について指摘を受け、修正。 
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7.6 他学会からの共催依頼 

以下の内容について、事務局から報告があった。 

■日本地質学会 堆積部会所属 4セッション（2018 年 9月 5日～9月 7日、北海道大学） 

昨年に引き続き地質学会の堆積部会所属の下記 4セッションを本会が共催する。 

・石油・石炭地質と有機地球化学 

・堆積物 (岩) の起源・組織・組成 

・炭酸塩岩の起源と地球環境 

・堆積過程・堆積環境・堆積地質 

この共催により、本学会会員 (学生会員も含む) の参加登録費は地質学会会員と同額となり、

これらのセッションで発表が可能となった。なお、共催に関して本学会の経済的な負担は生

じなかった。 

 

7.7 会員からのご質問とご意見 

■学会を代表する会員が日本地球惑星科学連合の代表者会議に出席する場合、規定がなければ学

会経費として交通費を支出できないのではないか。 

・学会経費の支出については、学会経費として処理されている郵送費と同様に、監事のご意見を

お聞きしながら判断するものと考える。なお、日本地球惑星科学連合の代表者会議は関東（幕
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張本郷）で開催されており、高野理事を学会の窓口とする提案は、代表者会議への出席が比較

的容易である点を考慮に入れたものである。（事務局） 

■最近になって一般社団法人となった学会の情報は、これから日本有機地球化学会で定款や法人

化の各種手続きを検討するうえでおおいに参考になるはずである。 

■総会の委任状は郵便で受け取るのか。 

・委任状はメールで受け取ることを考えている。（奈良岡理事） 

■シニア会員の年齢資格を「60 歳以上」にするとの提案だが、これを「65 歳以上」としてよい

のではないか。 

・60 歳からということに関しては、運用前に、あらためて理事の皆さんに問い合わせ、その

意見を踏まえて、60 または 65 に決定して早速開始したいと思う。9 月の最終週ごろに問い

合わせ、10 月中に決定し、間もなく対象となる会員・旧会員に通知する、という計画であ

る。（鈴木会長） 
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このことについて、以下の会員区分に従い年会費の支払いをお願い申し上げます。また本年度、

シニア会員制度が新設されましたので、希望される方はぜひ申請をお願いいたします。なお、賛助

会員の方々には別途ご案内させていただきます。 
 
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。 
 
日本有機地球化学会 事務局 
（管理委託：会員管理サービス「シクミネット」） 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

日本有機地球化学会会則第６条 （一部抜粋） 

会員は次の種別に従って会費を毎年度前納するものとする． 

正会員： 年額 3,000円（2018年1月1日〜）  
学生会員： 年額 1,000円 
 
＜年会費支払い方法＞  
シクミネットによるオンライン決済システム（https://m6.members-support.jp/ogeochem/） 
（メニュー → お支払い → 会費支払い） 
（コンビニ、ペイジー、クレジットカードがご利用いただけます。） 
 
【ご案内】  
（１）会員ID及び初期パスワードがご不明な場合は、事務局までお問い合わせください。 
（２）複数年の前払いをされている会員様で不足分が生じる場合には、その支払いについて、個別

にご連絡させていただきます。 
（３）過去に未払いがある会員様へは、個別にご連絡させていただきます。 
 
本件に関するお問い合わせは、 
日本有機地球化学会事務局 office@ogeochem.jp  
まで、よろしくお願いいたします。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
 
 

【正会員と学生会員の皆様へのお願い】 
日本有機地球化学会 2019 年 年会費のお支払いについて 
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2018 年度 年会費より、日本有機地球化学会の年会費のオンライン決済をスタートし、約１年が経過

しました。進捗状況をご報告します。 
 

1. オンラインシステムで納付された皆様からの所感・コメント  
 
◎ シクミネットは、大変良いシステムである。各会員自身による「電子領収書」の発行ができるの

は、便利でありがたい。  
◎ ID・パスワード送付の際、差出人が「シクミネットサポートセンター」となっている。 
一般会員は、この差出人を見てジャンクメールと思ってしまうかも知れない。 

【対応】 これ以降、ID・パスワードの差し出し元は、約 200 名の各会員様お一人おひとり、す

べて、jamstec.go.jp から送付しました。一部、電子メールが届かない会員への個別対

応として、郵送などの代替手段を行っている。 
◎ブラウザが古い場合、システムが進まない可能性があるのではないか。 

【対応】 同様の問い合わせがあった場合は、事務局による個別対応、もしくは、会員様に、よ

り新しいブラウザでご対応頂くか、いずれかの方法で対応している。 
◎会費支払い手続きで、「入会・更新案内」のボタンの後で「お支払い明細選択」で会費をチェック

して、「次へ」のボタンを押すと、「お支払い内容確認」のところで、選択するボタンが「戻る」と「完

了」になる。ここも「次へ」が良いような気がする。 
【対応】システムの初期設定のフローなので、この設定を変更するのは、費用対効果のバランス

になる。 
◎領収書に何年度の会費であるのか明示されていないので、領収書に年度と会費である旨、記述した

ほうが良いのでは。 
【対応】追加オプション導入するかどうかは、費用対効果のバランスを考慮し、承認が必要。同

様の問い合わせがあった場合は、有機地球化学会ホームページ上の年会費の記載、電子メ

ール文書、個人サイトの電子決済の手続き画面印刷を提出するなどして、代替証明して頂

くようにご案内している。 
 

2. 年会費の納付状況をリアルタイムで確認  
  事務局は、入金状況をリアルタイムで把握できます（2018 年 1 月 12 日〜19 日の例）。高確度な

電子記録をエクセルでエクスポートでき、例えば、年度末の会計監査が効率的に行えます。各会員と

事務局の双方が、納付・未納状況の情報共有を「可視化」できる点が大きな利点です。 
＊理事（13 名）の 2018 年度 年会費納付率 ＝ 100 ％ （2018 年 3 月末時点）  
 
 
 
 

日本有機地球化学会 理事会資料抜粋 
会費収納・会員管理システム「シクミネット」導入の進捗報告 
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3. 事務局で対応できない場合のテクニカルサポートの窓口の設置 
  個人 ID でログイン後、会員サイトから窓口を参照できます。 
 

 
 

4. その他関連事項  
＊2017 年以前で未入金がある会員様、前納預かり金に不足がある会員への追加徴収（2018 年 1 月 4
日理事会通達）は、個別に連絡しています（財務担当）。ただし、未納分の踏み倒しによる一方的

な退会への対応について苦慮している（財務担当、会員担当）。 
＊退会の申出があった場合には、未納分をお支払い頂いたのちに退会承認とする基本方針は、従来通

りです。特に、学生会員を持たれている指導教官の各位には、この点について再度ご確認をお願い

したいと思います（事務局）。 
＊従来、財務担当が手作業で行っていた煩雑な入金管理が、可視化され、二度手間・三度手間を生じ

ず、財務担当・事務局と時間差無く（リアルタイムで）情報共有できる体制になり、学会の運営基

盤が強化されたと考えています。入会・退会の手続きについては、資料を別添しました。 
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Announcement 
 
 

  

 
有機地球化学賞（学術賞）2019 年度受賞候補者選考委員会 

委員長 坂田 将 
 

有機地球化学賞（学術賞）受賞者選考規則により、2019 年度同賞選考候補者の推薦を募集いたしま

す。つきましては、下記をご参照のうえご推薦ください。 
 
記 

 
候補者の資格：有機地球化学の分野で顕著な学術業績をあげた本会会員。 
 
募集の方法：本会会員の推薦による（自薦他薦を問いません）。 
 
推薦の方法：下記の事項を A4 サイズの用紙に任意の様式で記入し、書留で郵送すること。（同内容

のものを電子メールでも提出してください） 
１）候補者の履歴（大学卒業以降の学歴、職歴、その他） 

２） 推薦の対象となる研究題目および推薦理由 
３） 研究業績目録 
４） 推薦の対象となる主要な論文 10 編（別刷りかコピー） 
５） 推薦者の氏名と連絡先 
 
締め切り日：2019 年 5 月 31 日（金）（当日消印有効） 
 
提出および問い合わせ先：〒305-8567 つくば市東 1-1-1 中央第 7  

産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門  
地圏微生物研究グループ 坂田 将 
電話 029-861-3898、ファックス 029-861-3666 
E-mail：su-sakata@aist.go.jp  

 
これまでの受賞者と研究題目については http://www.ogeochem.jp/archives.html 
（日本有機地球化学会ＨＰ「学会アーカイブス」）をご覧ください。 
  

2019 年度有機地球化学賞（学術賞）選考候補者推薦の募集 

http://www.ogeochem.jp/archives.html
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研究奨励賞（田口賞）2019 年度受賞候補選考委員会  
委員長 山内敬明 

 
研究奨励賞（田口賞）受賞候補者選考規則により、同賞受賞候補者推薦を募集いたします。つき

ましては下記をご参照のうえ、受賞候補者をご推薦下さい。 
 

記 
 

候補者の資格：生年月日が1984年4月2日以降であり、有機地球化学、石油地質学、堆積学の3分
野のいずれかで優れた研究を行い、将来にも研究の発展を期待できる方。本会会員に限りません。 
 
募集の方法：本会会員の推薦による（自薦他薦を問いません）。推薦の方法： A4サイズの用紙

に下記事項を任意の形式で記述し、郵送するか、PDFファイルとしてE-mailに添付してお送り下

さい。 
1) 推薦理由及び研究題目 
2) 研究業績目録 
3) 研究論文の別刷りまたはコピー  
4) 履歴書  
5) 推薦者の氏名と連絡先 

 
＊ご存知の通り、昨年度のように同一年度に複数名の受賞ということもあります。会員の皆様に

おかれましては、是非とも候補者ご推薦のほどお願い致します。 
 
締め切り日：2019 年 5 月 31 日（木）（当日消印 有効） 
提出及び問い合わせ先：〒819-0395 福岡市西区元岡744九州大学大学院理学研究院地球惑星科学

部門 山内敬明 
電話：092-802-4217 ファックス（電話に同じ）：092-802-4217 E-mail : 
yamauchi.noriaki.439@m.kyushu-u.ac.jp  
これまでの受賞者と研究題目については http://www.ogeochem.jp/archives.html（日本有機地球化学

会 HP「学会アーカイブス」）をご覧ください。 
  

研究奨励賞（田口賞）2019 年度受賞候補者の募集 

 

http://www.ogeochem.jp/archives.html
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ROG 34 巻 1 号が WEB 公開 

ROG 35 巻へ論文を投稿しましょう！  

Researches in Organic Geochemistry 
編集委員長 沢田 健 

 
ROG (Researches in Organic Geochemistry)は本学

会の学会誌であり、有機地球化学およびそれに

関連する分野の研究論文を掲載し、WEB 公開お

よび冊子を発行しております。2018 年 12 月 10
日に ROG Vol.34、 No.1 が WEB 公開され、No.2
を含めて Vol.34 が 2018 年 12 月末に発行される

予定です。また、ROG Vol.34 の冊子を 2019 年 2
月初め頃に本学会会員の皆様の下に郵送にてお

届けできると思います。Vol.34(2018 年巻)は複数

号を刊行しますが、この数年は投稿された論文

が少ないために一つの号の論文数が減少してお

ります。ROG は会員皆様の論文投稿で成り立っ

ておりますので、積極的なご投稿をどうぞよろ

しくお願いいたします。ROG Vol. 35(2019 年巻)
への論文投稿は、すでに受け付け体制にありま

す。ROG Vol.35、 No. 1 は 2019 年 6～9 月頃、

No. 2 以降は 2019 年 10 月以降に WEB 公開する

予定で進めております。冊子体はこれまでと同

様に 12 月頃の発行を予定しております。重ねて

申し上げますが、皆様からの積極的な論文投稿

をお待ちしております。 
 
ROG Vol.33 から、「議論(Discussion)」という新

しい論文のカテゴリーが加わりました。議論

(Discussion)は、これまでに報告された論文に対し

ての異なる意見や修正の指摘、それに関わる議論

などを記述したものです。この新設によって、積

極的に研究成果を議論する場がつくられます。

研究成果に対する自由な議論を公表することは、

対象となった研究論文の精査のみならず、その

研究領域、さらには研究分野の発展を促すこと

になると思います。 
 
現在の ROG の論文のカテゴリーは、1) 論文

(article)、2) 短報 (short article)、3) 技術論文

(technical paper) 、 4) 総説 (review) 、 5) 議論

(discussion)になります。有機地球化学会シンポ

ジウムで発表された内容や、博士論文・修士論

文成果の発表なども歓迎いたします。詳細は、

ROG Vol.34 の巻末の投稿規定をご参照ください。

また、上記の枠に入らない論文や企画でも、有

機地球化学の発展に貢献し、学会員にとって有

意義な論文・企画であれば、随時、編集委員会

で検討を進めます。積極的に編集委員会にお問

い合わせ下さい。その他、いろいろなご意見、

ご要望、ご感想をお寄せください。 
ご投稿・ご連絡は下記までお願いいたします。 
 
PDF 添 付 フ ァ イ ル に よ る 電 子 投 稿 ： 
sawadak@sci.hokudai.ac.jp 
郵送：〒060-0810 札幌市北区北 10 条西 8 丁目 
北海道大学 大学院理学研究院 地球惑星科学部

門 
沢田 健 編集委員長宛 
（TEL: 011-706-2733、 FAX: 011-746-0394） 
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2018 年 11 月 8 日 

日本有機地球化学会 シニア会員制度の新設について 
 

会長 鈴木德行 
 
本学会は歴史を重ね、間もなく 2022 年に設立 50 周年を迎えます。この間、長年にわたって会員を

続けてこられ本学会の発展に多大な貢献をしていただいた現会員、元会員の皆様がおられます。この

ようなご経験豊かなシニアの皆様に心から敬意を表し、また、今後も末永くご支援をいただきたいと

希望し、総会での承認を経て本学会にシニア会員制度を新設することといたしました。本制度は下記

の条件を満たす正会員と既に退会された元正会員の中でシニア会員への登録を希望される方に適用

されます。 

 

(1) 申請時に 60 歳以上、かつ正会員歴が通算 10 年以上あること。 

(2) 常勤職に就いていないこと。 

(3) 会員期間の会費が完納されていること。 

 

シニア会員は年会費が免除されます。本学会のニュースレターや各種案内を電子メールで配信しま

す。学会誌は J-STAGE にて電子公開されていますが、冊子体の学会誌が必要な場合には有料で配布

します。年会・シンポジウム等へ参加していただく場合、参加費は原則として学生会員と同額となり

ます。ただし、選挙権・被選挙権、総会議決権はありません。 

本学会は来年 2019 年に法人化する予定です。これを機に、経験豊かなシニア会員のお力添えをい

ただきながら、新しい会員を迎えて次のステージを目指したいと考えています。シニア会員の対象と

なられる現会員、元会員の皆様には、本制度の主旨をご理解いただき、シニア会員として本学会の発

展に末永くご支援くださいますよう心からお願いいたします。 

 

シニア会員への移行や再登録をお申し込みの場合には、下記の本学会事務局へ電子メールでご連絡

下さいますようお願いいたします。  

 

日本有機地球化学会 事務局： office@ogeochem.jp 
 
 

  

mailto:office@ogeochem.jp
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日本有機地球化学会 入会および退会手続きのお知らせ 
 
【日本有機地球化学会 入会の手続き】 
1. 入会希望者からの Web 受付 
 http://www.ogeochem.jp/howto.html から受け付ける。 
 入会案内のサイト管理は、情報担当が行う。 
 
2. 理事会での承認 
 理事会へ承認依頼を行い、１週間の審議期間に異論がなければ、入会（仮）承認 
 とする（会員担当）。 
  
3. オンラインシステムでの会員 ID の発行 
 入会希望者へ会員 ID と初期パスワードを連絡する（会員担当）。 
 年会費のオンライン決済の依頼（会員担当）。 
  
4. 入会希望者の年会費の入金確認 
 入金の確認後、会員の正式な承認とする（会員担当）。 
 以降、登録後の会員個人ページの管理は、基本的に、会員個人で行う。 
■■■■■■会員ＵＲＬ■■■■■■ 
https://m6.members-support.jp/ogeochem/ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
 

5. 会員登録後の対応 
 □新会員のメールアドレスを学会メーリングリストに登録する（情報担当）。 
 □年会費を学会の収入として会計報告ならびに会計監査に反映する（財務担当）。 
 □ROG 誌の送付先リストに新規会員の情報を反映させる（財務担当・ROG 編集長）。 
 □会員の卒業・異動などに伴う登録情報の変更依頼を適宜行う（事務局・会員担当）。 
 
【日本有機地球化学会 退会の手続き】 
1. 退会希望者からの事務局受付 

年会費未納分の有無について、確認する（財務担当・会員担当）。 
  
2. 年会費未納分がある場合 

退会希望者に年会費の未納分の納付催促を行う（財務担当）。 
未納分が納付されない場合、退会承認を認めない方針は、これまで通り。 

  
3. 理事会での退会承認 

理事会へ承認依頼を行い、１週間の審議期間に異論がなければ、退会承認とする。 
退会希望者へ、その旨、メール連絡する（事務局長）。 
この際、シニア会員への移行希望がある場合は、会員資格の確認を行う。 

  
4. オンラインシステムでの会員 ID の扱い 
 退会希望者の会員 ID のステータスを「退会」とする（会員担当）。 
 本会に登録していた記録履歴は消去せず、オンラインシステムに残しておく。 
  
5. 退会後の対応 

ROG 誌の送付先リストから退会会員の郵送先を削除する（ROG 編集長）。 
退会会員のメールアドレスを学会メーリングリストから削除する（情報担当）。 

  
ご不明な点は、事務局（office@ogeochem.jp）までお知らせ下さい。 

以上 
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日本地球惑星科学連合（JpGU）への団体会員承認のお知らせ 
 
公益社団法人日本地球惑星科学連合（JpGU）の第 4 回理事会（2018 年 9 月 28 日）において、

日本有機地球化学会の新入会団体会員の「承認」が行われました。これを契機に、１）日本有機地球

化学会の社会的認知度の向上、２）JpGU とのタイアップは、新しい会員参入（特に若手会員）の機

会になり、３）Impact Factor 2.5 のジャーナル（Progress in Earth and Planetary Science (PEPS) 
誌）との連携を図れます。2018 年 10 月 1 日現在の団体会員（50 団体）を下図に示します。以降の

連絡窓口は、日本有機地球化学会事務局および高野 淑識 理事が担当します。 
以上 
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編集後記： 
新年あけましておめでとうございます。本年も会員の皆様からの記事のご寄稿をお待ちしております。

（大） 
本年もどうかよろしくお願いいたします。在外先で新年を迎えました。（高） 
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様にとって良い

1 年になるようお祈り申し上げます。（金） 
 

 
有機地球化学会ニュースレターはホームページでもご覧になれます。 

アドレス： http://www.ogeochem.jp/ 
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